
申３件に対する業務委員会開催！

申第１７号
新型コロナウイルス対策として身のまわりを清潔にするための申し入れ

申第１８号
令和２年春ダイヤ改正実施後における改善申し入れ

申第１９号
高山線・１０２６Ｄ床下からの発炎についての申し入れ

８月５日、東海労名古屋地本は、上記３件の申し入れに対する業務委員会を開催しました。

冒頭、書記長よりコロナ禍で密を避けるために地本業務委員の出席者を７名から５名に減らして

開催したことに対し、密にならず換気ができる広い会議室を使用することで全業務委員が出席

することが業務委員会の基本であることを強く求め議論に入りました。

【申第１７号】
職場内での手洗い・洗面と食器洗い流し台を区別すること。大垣運輸区第２乗泊の設備を早

急に改善すること。風呂、シャワーを２４時間使用可能とすることを強く要求しました。大垣運輸

区第２乗泊設備については対応策を検討していくと回答を引き出しました。

【申第１８号】
「そのような考えはない。」「必要な時間は確保している。」「現行のとおりとする。」などの

残念な回答でした。、何故その回答となったかを質し、職場の実態を訴え改善を求めて

きました。議論で会社側から「次回ダイヤ改正時に意見は参考にする」と引き出しまし

た。

【申第１９号】
幸いにも大惨事には至りませんでしたが、車両の老朽化が進んでいます。議論の中で、

早急な新型車両の投入と、投入に際しては実際扱う乗務員の意見を反映させる事を求め

ました。

ＪＲ東海労は声を上げ続けます！
共に働きやすい職場をつくって行きましょう！！

ＪＲ東海労なごや
２０２０年８月２７日 Ｎｏ.１１７３

Ｊ Ｒ東海労名古屋地方本部
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